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午前10時00分開議 

○議長（三  良人）  おはようございます。 

 本日はたくさんの方が傍聴に見えております。一般質問の議員の各位は、力強い討論をお願い

します。 

 これから本日の会議を開きます。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１．一般質問 

○議長（三  良人）  日程第１、一般質問を行います。 

 通告順に質問を認めます。１３番、藤石議員。 

○議員（１３番 藤石  豊）  おはようございます。１３番議員、藤石豊でございます。 

 今回は、中嶋町長に対しまして、「震災の教訓を生かそう」と題して一般質問をさせていただ

きます。 

 まず、一般質問に入る前に、久しぶりの一般質問ということで、どきどき、わくわく、胸の高

まりを覚えているところでございます。 

 振り返れば、平成１９年の３月の議会以来、４年と３カ月ぶりの一般質問となりました。 

 しかしながら、今一般質問をできる、そんな思いでいっぱいでございます。 

 質問ができる喜びをしっかりとかみ締めながら、私自身の一般質問に対する思いと、統一選挙

後、初めての定例議会でありその一般質問であります。 

 また、きょうは大勢の傍聴者がお見えをいただいております。 

 それと、もう一つ大事なことですが、新しい議員さんが４名、この議会に参画されました。本

議会での一般質問の仕方やあり方、大変注目されているんじゃないかなと思っております。 

 もちろん、これから新人の議員さんは、研修等で経験を重ねられていくことと思いますが、私

の質問が少しでも参考になれば幸いだなと思い、そんな思いから今回は何が何でも一番に質問し

たくて、真っ先に届け出を出させていただきました。 

 念願かなって、トップバッターで一般質問をさせていただきます。 

 少し前置きが長くなりますが、震災に関連する質問でありますので、まずは、震災で亡くなら

れた方々に追悼の意を申し上げますとともに、被災され、今なお不自由な生活を強いられている

皆様に心よりお見舞いを申し上げるところでございます。 

 それでは、早速、一般質問に入ります。 

 ３.１１未曾有の東日本大震災から３カ月が過ぎました。 

 国の震災の復旧復興のおくれや、福島原発の対応が後手後手に回っているようでございます。 

 そのような中、先日、政府の責任として、また、与野党の衆議院・参議院のねじれ国会の影響
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だとかで、野党から内閣不信任案が提出され、御承知のとおり否決されました。その後、与党内

において対立があり、首相の総理大臣の退陣へのシナリオができ上がっているようであります。 

 このことは、今、国は、国会議員は本当にわかっているんだろうかというのも私自身の中にあ

ります。 

 まさに、党利党略、自分の身の保身、身がかわいいだけ、こんなことでいいんでしょうか、国

会議員ですよ、今は何をしなければいけないかがわかってない。命をかけるぐらいの気構えがな

いといけないと、私は思っております。 

 私も一町会議員として、命をかける所存であります。 

 このことは、国民の政治に対する不信感、被災地、被災者を完全に無視した茶番劇にしか思え

ません。一刻も早い震災復興基本法や対策を協議し、実践してほしいもんだと思っております。 

 なお、先日、衆議院で可決しました震災基本法、今週にも参議院で可決する見込みであります。 

 しかし、振り返れば、阪神大震災のときは１カ月余りで立ち上がったそうです。何をやってた

んでしょうか。国のことだから、地方自治体はそんなことは知らないじゃいけないと思います。

我々もしっかり議論の中に入り、このことをしっかり国に対して申し上げていかなきゃいけない

んではないかなと思っております。 

 この震災復興基本法では、復興庁の創設をされることになってます。これは、人と権限を一元

化するという意味では、我が須恵町に万が一、災害・有事があったときには共通することではな

いかなというのを新聞、報道等で感じておりました。ぜひ生かしていっていただきたいなと思っ

ております。 

 そこで、今回の地震、津波、それによる原発事故を教訓として、須恵町の防災対策、安全で安

心な住環境、省エネ関連の、須恵町に今だけ、何ができるかを検証しながら質問に入っていきた

いと思います。 

 事前に質問を大きく３つに分けておりました。 

 その１つは、被災地の支援状況と体制、須恵町は今どんなことをやっているんだろうか、日本

国民として、一九州の地方の須恵町として何ができるか、そんなことを常々考えておりました。 

 須恵町として、どんな体制をとってあるのか、それをお尋ねしたいと思います。 

 ２つ目は、これからの災害や地震、特に風水害等の町の対応、これを２番目の質問としており

ます。 

 ３番目、原発の見直し等で九州にも電力不足の波が必ずや来ると思います。というのは、玄海

原発が一時停止し、地元の町では、議会も賛成し、県も賛成する見通しで、もうすぐ再び稼働す

るんではないかなという動きがあります。 

 しかしながら、電力不足は解消できるのかという思いから、省エネ対策に取り組むのはいかが
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なものか。須恵町としてどのように対策を考えているのか、この大きな質問を３つ、題目として

挙げさせていただきました。 

 それを、具体的な質問として７項目に細分化して、今から質問をさしていただきたいと思って

おります。 

 まず、１番目、今回の震災では、日本国はもとより、世界各国からいろんな組織、ボランティ

ア団体等が義援金やあるいは物資、人的支援、活動援助をされてこられました。これまでの状況

と今後の須恵町の状況を聞かしていただきたい、逆に被災者を受け入れる体制とか、そんな思い

がないのでしょうか。 

 ただ、このことは新聞にも書かれてますように、各被災地に義援金が本当に届いているんであ

ろうか、あるいは物資がきちっと分配されているんであろうか、そういう問題も非常にかかわっ

てくることでありますし、きのうまでは、まだ、義援金は各自治体には全部届いてないというよ

うな話もあります。そういう思いから、今後の体制についてお尋ねをします。 

 ２番目に、災害発生時の迅速な組織の立ち上げと、先ほどちょっとお話ししましたが、復興庁

みたいなですね、須恵町としての立ち上げ、情報の伝達と命令系統は確立されているのか。また、

土曜日や日曜日、祭日の緊急連絡網はどのようにされているのか。 

 先週、総務課に行きまして防災マップ、手に入れてまいりました。しっかりとこの防災マップ

を活用できるものか、まあ、あるだけでもいいですよね。しかし、なかなか見ない。こういうも

のの徹底をしっかりしていただきたいという思いでいっぱいでございます。 

 それから３番目に、こういう災害は、単町だけで起こるもの、あるいは広域的な広範囲に及ぶ

災害、水害等があります。近隣町との防災協定、広域的な考え方をどのようになさってるのか、

これも３番目にお尋ねしたいと思います。 

 それから４番目、いざというときのために、避難計画や防災訓練、消防団を中心とした日ごろ

の訓練とは別に、町民参画の防災訓練や防災の日を制定してはいかがなものか、その思いもお尋

ねしたいと思います。 

 それと５番目には、学校や保育所、幼稚園、今、国、県が進めております耐震化、本当に進ん

でるのか、もちろん議会でも、その耐震化に向けての設計等の予算は上がってきているみたいで

ございます。その辺の状況も含めてお話しいただければと思ってます。 

 ６番目は、これは、次の合屋議員とちょっとかぶるところがあるんですが、一応通告しており

ますので、答えは後から一緒でも結構でございますが、一応通告に従って申し上げたいと思いま

す。 

 今回の地震、津波、原発事故は、初動ミスや迅速さが欠けてたこと、情報操作等正確に国民に

真意が伝わらなかったため、大惨事となり、原発の安全神話が崩壊し、国民の不安が募り、自然
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エネルギーへの転換が迫られていることと思います。 

 今後、各地で電力不足による省エネ、エコ対策が求められて、その推進が迫られてくることと

思います。既に、クールビズや節電には、福岡県も取り組みがなされているようでございます。 

 須恵町も、もう以前からですけど、昼休みに消灯されて、その取り組みは須恵町の町民として、

本当にありがたく感謝を申し上げるところでございます。 

 また、今後は、サマータイムや営業時間の短縮、変更、休日の取り組み等は考えておられるの

かお聞かせ願います。 

 ７番目、最後になりますが、これも以前に同僚議員がお話しされていました太陽光発電や風力

エネルギーの活用推進に対する補助等、具体的な考えがあれば一緒にお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 この質問に対しまして、昨年の１２月に、やはり、須恵町の防災管理体制はという質問で同僚

議員から質問がなされました。そのときにある程度回答はいただいたと思いますが、再度、今の

７項目につきまして、町長のお考えを聞かせてください。よろしくお願いします。 

○議長（三  良人）  中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  お答えをしたいというふうに思っておりますが、余りにも盛りだくさんの

質問でございますので、何から答えていいのかなというふうに思っておりますが、ま、３項目

７点について質問でありますので、逐一回答していきたいというふうに思っております。 

 また、先般の国会での、いわゆる不信任案の問題、まあ、議員は茶番劇と言われましたが、私

はそうは思っておりません。今の菅政権の中で、この３カ月何もできてなかった、あの人がかわ

らなければこれからの復興ができないということからすれば、私は当然のことであったのかなと

いうふうに、まあ、意見がちょっと分かれておりますけど、そのように考えております。 

 それからまた、復興院の問題も言われましたが、私は当然だと。菅政権になりましてこの３カ

月間、いろんな組織が、１０幾つかの組織ができておりますが、どれも一本化されて機能してい

ない。私は、関東大震災のような帝都復興院というのをつくって、そして、まあ、有名な方でご

ざいますけれども、後藤新平さんのような総裁を置いて、そしてやっていくというのは当然のこ

とであろうと。いろんな組織を一本化して、権限から金からすべてそこに移すというのは、こう

いう大惨事の場合の復興のやり方としては妥当な考えだろうというふうに思っております。 

 また、地震、津波、原発等、教訓がということでございますが、私は、須恵町にとりまして、

地震、原発、津波というのは参考にならないと、それよりもゲリラ豪雨のほうが近々の課題であ

るというふうに思っております。 

 いろんな国の検証ができた時点で、私どもの参考になる点は参考にしながら考えていきたいと。

総論、それを答えまして、各項目について答えてまいりたいというふうに思っております。 



- 21 - 

 まず、地震による被害とともに、大規模な津波が、いわゆる東日本の沿岸部に壊滅的な被害を

もたらしたわけでございますが、加えまして福島の第１原発、この事故によって極めて難しい問

題が継続しているという複合災害の様相を呈しておるというところでございます。 

 まず、１番目の質問であります、被災地への支援状況と体制はということでございますが、震

災に対する、町といたしまして、これまでの状況と対応につきまして申し上げますと、まず、義

援金が６月７日の時点で、町民の方からいただきました義援金６３１万円寄せられております。

一応、９月の末まで義援金の窓口を開設する予定でございます。 

 国からもいろんな各国からも義援金が来ております。いわゆる１日１ドルで生活しているよう

な本当に貧しい国からも義援金が来ております。特に、台湾は１６４億円という義援金を出して

おります。中国は、数億円、派遣人員１５人。台湾は１５０人程度の派遣員を提供していただい

てる、アメリカは２万人の海兵隊の人たちが来ていただいております。自衛隊は、２５万人のう

ちの１０万８,０００人、約半分が、いわゆるその災害に当たっておると、そのときにあって、

ロシア、中国は、日本を、いわゆる低空飛行で偵察に来ると、自衛隊はスクランブルをかけると、

手薄になったときにそういったことでやってこようと隣国があるわけでございます。真に友好国

というものを私どもは考えていかなければならない、泣きっ面にハチというようなことではなく

て、困っているときには助けようというのが、本当の隣国のあり方であろうというふうに思って

おるところでございます。 

 次に、被災地への救援物資への搬出でございますけれども、いわゆる被災地からの供給依頼に

備えて、提供できる物資の受け付けを行っておるわけでございますが、今のところ、被災地の物

資受け入れが飽和状態になっておるということで、いわゆる３月２２日をもちまして停止をいた

しておりまして、その受け付け業務だけは行っておるというところでございます。 

 次に、被災者の受け入れにつきましてでございますが、現在、被災地のほうから２世帯、

１１名の方が、いわゆる福島から転入されておられます。 

 被災者の受け入れ体制支援としては、相談窓口は総務課で行っておりますが、今回の２世帯の

避難者の方は、川子団地のほうにお住いになられておられます。 

 具体的な支援といたしましては、１世帯にわずか当初の金ということで、２万円程度の見舞金

を差し上げておりますが、日本赤十字社のほうに、いわゆる家電６セットといわれるもの、いわ

ゆるテレビ、洗濯機、冷蔵庫、それから電子レンジ、炊飯器、ポット、こういったものを提供し

ていただきたいという申請をしているところでございます。 

 それから、町職員の被災地への支援でございますが、福岡県の職員との合同派遣で行っておる

わけでございまして、本町は、いわゆる宮城県の東松島市、こちらのほうに派遣をしております。 

 派遣をするということで、職員に、いわゆる希望といいますか、行ける人はありましたらと。
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で、若い人たちは、仕事の関係があってなかなか発言しにくいだろうから、課長のほうから、仕

事のことは考えなくて、自発的にそういう支援に行ける、行きたいという方は手を挙げてくれと、

１０名程度の職員が手を挙げてくれました。 

 そして、今県のほうで派遣しております第３陣というのが、５月９日から１７日の９日間あり

ましたが、総務課の黒川君が行きました。それから第９陣で、あしたから小山田潤という、また、

総務課の消防の係が９日間行きますが、それから１２陣として、船井君が１１日間行くようにし

ておると。この後、どんどん県のほうから言ってまいりますので、今のところ、これはデスク

ワークでございまして、いろんな被災者の受け付け業務をやっておるわけでございますが、保健

師の要望とか、あるいはいろんな技術員の要望等がありますので、それは、その都度そういう者

を選択して行っていただくということを継続的に永続的に続けていきたいというふうに思ってお

るところでございます。 

 それから、災害、地震等の町の対応はということで、２番目でございますが、災害発生時の対

応でございますが、昨年の１２月の議会で、合屋議員の一般質問でお答えした分と、重複するか

もしれませんけれども、要するに、災害が発生した場合には、全職員が必携しております「災害

発生時における職員初動マニュアル」において規定しております「風水害時における職員配備体

制」「地震時における職員配備体制」に基づき、迅速な体制の立ち上げと情報伝達から命令系統

を確立しているところでございますし、各課長には一斉メール配信でそれを送ると、そして、課

長によって、各課の必要人員に連絡をとるという状況でございます。 

 それから、土・日・祝日の関係でございますが、それは、いわゆる大雨等の警報が発令された

場合には、そういった曜日等に関係せず、災害対策準備体制をとりますので、関係職員は役場庁

舎内待機をしており、状況の変化に応じて、直ちに災害時緊急連絡網により招集することといた

しております。 

 それから、災害規模の拡大、あるいは広範囲にわたる災害となる場合ということでございます

が、福岡都市圏が、今９市８町６消防組合で組織されておるわけでございますが、その中で福岡

都市圏市町村消防相互応援協定というものを締結いたしております。その上で、福岡県全下にわ

たる災害時においては、福岡県消防応援協定に基づき、応援を求めることになっております。い

わゆる福岡都市圏と申しますと、福岡市を中心に糸島、筑紫、糟屋、宗像、要するに福岡県人口

約５００万おりますが、２４０数万人、約半分がこの福岡都市圏におるわけでございまして、そ

の都市圏の応援協定というのを結んでおる。それから、それ以上の災害になれば、県の応援協定

で出動するということでございます。 

 次に、防災の日の制定でございますが、全国的には、先ほど私が申しました関東大震災が起こ

りました９月１日、この日を防災の日と定めておられます。糟屋郡におきましても、だから、
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９月の第１日曜日に防災訓練を行っておりますが、これは、消防の操法大会が隔年置き、だから、

ことしは防災訓練が９月の第１日曜日に行われるという年になるわけでございます。 

 また、町におきましては、避難計画を平成１７年度に、町内の避難所周辺に避難所誘導標識と

いうものをつくりました。そして、平成１９年、前回の選挙の年でございますけれども、町内の

避難所を示した「防災マップ」というものを作成して全戸配付しておりますが、もう４年もたっ

ておりますので、再度配付する予定にいたしておりますが、今回、たまたま３月発行する予定で

ございました「揺れやすさマップ」というものをつくって、これを配付しようとしたときに東日

本大震災が起こったわけでございまして、震度９ということで、この想定は震度五、六という想

定でございましたので、こういったところの、いわゆる訂正といいますか、見直しを行って各戸

に配付しようというところでございます。 

 それから、町民参加型の訓練の実施についてでございますが、これは、今のところ考えており

ませんが、各学校施設、幼稚園施設とか、あるいは大勢の人が集まってくる「アザレア」等にお

いては、そういった避難訓練というのは毎年欠かさず行っておるところでございます。 

 それから、災害時における弱者であります要援護者の避難支援が、大きな課題であろうという

ふうに思っておりますが、今後、要援護者、それから避難支援プランに基づきまして、要援護者

の個別計画の作成の段階に入っておりますので、この個別計画がまとまった上で、実施できれば

というふうに思っております。 

 それから、町内にありますそういった関係の施設、いわゆる７施設あるわけですが、これも調

査いたしまして、きょうあたり、県のほうに報告するんですが、いわゆる正信会・水戸病院で

１０名、ニューライフ須恵で１０名、コンフォートで１０名これは昔、高丘の公民館でございま

した跡地にある優良老人ホームでございます。それから、永寿苑で２０名、泰平老人病院で

２０名、恵昭園で１０名、若杉の里で１５名を対応できるという承諾を得ましたので、県のほう

に報告する計画でございます。 

 それから、学校施設の耐震についてでございますが、これにつきましては昭和５６年の６月に

建築基準法が、あるいは同施行令が改正されたわけでございまして、現行の耐震基準が施行され

たわけでございます。 

 これにつきましては、震度６程度の、いわゆる地震に建物が倒壊しない耐震性を持っておるこ

とということが決まりでございますけれども、それにつきましては、耐震化の以前の建物、耐震

化、いわゆる昭和５６年以降の建物とで差がつくわけでございますが、この構造耐震指数、いわ

ゆるＩＳ指数という数値がありますけれども、この数値が０.６未満の場合は、いわゆる地震の

振動及び衝撃に対して、倒壊または倒壊する危険性があるということでございますので、文科省

においては、学校等は０.７以上に補強するようにと求められておるわけでございます。 
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 本町におきましては、東中学校、第三小学校は、その法施行後の建物でございますので、当然、

耐震のクリアはできておるということでございます。 

 で、第二小学校、第一小学校、須恵中学校においては、２２年度に耐震診断済みでございます。 

 第二小については、もう耐震化の施工が終わっておりますが、第一小学校では補強の必要あり

ということで、２４年度以降に補強工事、須恵中学校においても同様に補強の必要ありと診断出

ておりますので、２４年度以降に補強すると。それから、南幼稚園、旧西幼稚園については、

２３年度耐震の診断中でございます。 

 また、東幼稚園、かやの保育所につきましては、幼児園というのも、いわゆる第二幼児園とい

うのをつくる計画でございますので、これについては、もう数年で、いわゆる取り壊しを行うわ

けでございますので、検査をしなくて、新しく旅石のところに第二幼児園をつくる計画でござい

ます。 

 特に、学校等の施設につきましては、児童、生徒が一日の大半を過ごす活動の場であるという

ことから、非常災害時には、また、避難場所としても使わなければならないという役割りを持っ

ている関係から、安全性の確保は極めて重要であって、耐震化に向けて年次的に進めてまいりた

いというふうに思っております。 

 それから、省エネ対策の取り組みということでございますが、省エネ対策につきましては、昨

年の６月議会で原野副議長の一般質問でお答えしたところでございますが、職員のクールビズに

対しましては、いわゆる職場内における経費削減の取り組みとして、ことしは、特に、東日本の

大震災が起こった関係から、２週間ほど前出しをいたしまして、５月１６日からクールビズをい

たしております。 

 また、議会等についても、県議会あるいは郡内の議会も、すべて本会議においてもクールビズ

ということの決定がなされておるというところでも御紹介をしたいというふうに思っております。 

 また、庁舎内の光熱費の削減のための取り組みといたしましては、１階の受付の窓口を除きま

して、執務室の照明、これは午前朝礼終了後まで点灯しないと、昼休みは消灯と、トイレの時間

外の消灯、廊下の照明の２分の１と、退庁時のブラインドの使用等、節電の効果を上げるためこ

れは職員自発的な取り組みでございますが、この結果によりまして、この５年間で１６０万円程

度の光熱費の削減ができております。ありがたいことだというふうに思っております。 

 それから、サマータイムということ、あるいは休日の変更等の取り組みということでございま

すが、まあ、一般企業であれば、それは可能であろうかと思いますけれども、私たちの役場とい

うのは、住民サービスを基本とする末端行政でもありますので、町役場におきましては、今すぐ

そういったものにするということは、なじまないものではないかというふうに思っております。 

 それから、太陽光発電あるいは風力エネルギーの推進策についてということでございますが、
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いわゆる風力発電機を、例えば須恵町に設置するとか、あるいは太陽光発電も、まあ、業として

なすために、大々的にやるということについては、地理的には向かないという問題を抱えておる

わけでございますけれども、しかしながら、国は、いわゆる自然エネルギーの方向に転換するよ

うな雰囲気でございます。 

 しかしながら、これももう以前から国の予算約１兆円ぐらいかけて、電気の開発の予算化をし

ておるわけでございますが、そのうちの約６割、６,０００億ぐらいは、原発のほうに使われて

おって、自然エネルギーのわずか五、六百億円ぐらいしか使われてないようです、わずか二、

三％ぐらいしか使われてない。 

 そういう状況でありますので、今後、国のほうがそちらのほうに、いわゆる予算をふやすとい

う、シフトを変えていくということであれば、その開発が進んでまいるということでございます

し、今のところ、そういったことで採算性が合わない、あるいは研究がなされていないために即

そちらのほうに展開するということが不可能な状況にあるわけでございますので、なかなか厳し

い状況があるんではなかろうかと。 

 ただ、太陽光発電のコストっていうのは、原発の１キロワットが５.３円であるわけでござい

まして、太陽光発電になりますと４９円ぐらいかかる、１０倍ぐらいかかるという、単純な計算

でございますけれども、そういうところがあるわけでございます。 

 しかし、自然エネルギーの発電したエネルギーを、全量固定価格で買い取る制度というのが法

案、今の国会に提出されておるわけでございますので、この法案が成立すれば、早期に採算がと

れる水準に価格が設定されるんではなかろうかと、そうなれば太陽光発電あるいは風力発電の事

業は拡大していくというふうに思うわけでございますし、また、政府もそういうふうに考えてお

るようでございます。 

 これにつきましても、今後の動向を見守りながら、特にエネルギーの問題については、国の政

策でございますので、その政策の問題として、地方がどうだこうだと言うことではできませんが、

その国の政策に沿った形で進めていきたいと。 

 で、関西電力が大阪府に対して節電要請をして、橋本知事は反対したわけでございますが、反

対の理由もわからんではないわけですね。いいえ、まあ、関西電力は確かに電力が足りません、

東電も足りません、北陸も足りない、九州電力だけは電力が余るという、計算上はなっておるわ

けでございます。 

 で、こちらの西日本は６０サイクル、それから、東日本のほうは５０サイクルですから、電気

の融通性というのは、交換器がなければできないということで、九電が余ってるから、大阪のほ

うまではできますけれども、その先まで融通をするっちゅうことはできにくいということですが、

要は、関西電力にしても、まあ、東電は発言を今まではしないと思うんですけど、原子力に頼ら
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なければ電気は賄えないんだと暗に言わんばかりのことで、節電を要望してるんじゃないかとい

うのが、この橋本さんの言い分であるわけでございます。 

 こういった、いわゆる原発で大きな問題を抱えて、世界的な、いわゆる不安材料を起こしてお

るわけでございますので、そういったときに、いわゆる直接的な原発で発電をしなければ今の日

本の産業、あるいは日常生活をするための電気を送ることができないということは、まともな話

としては言えないわけではございますので、節電節電と言いながら、じゃあ、今の時点で節電を

しなければならないためには、原発に頼らなければならないんじゃないんかという、暗に、関西

電力が言ってるんじゃないかということで、反対をされたというようなことでもあります。 

 以上、お答えになったかどうかわかりませんが、一応、順を追って回答したつもりでございま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  藤石議員。 

○議員（１３番 藤石  豊）  今、御回答いただいた中で、３点だけ、再質問といいますか、お

聞きしたいことがあります。 

 まず、１つは、私が具体的な質問の中に２番目に掲げておりました災害・災害というのはあく

までも今回の震災という意味ではなくて、先ほど町長がおっしゃってましたようなゲリラ豪雨も

災害の１つだと思いますし、そういうときに、迅速な組織の立ち上げ、情報の伝達、命令系統が

確立されているかというところで、初動マニュアルといいますか、そういうのをつくって徹底を

しているような話をされました。 

 実を言うと、これですね、震災は、直接関係ないと言われるのはそうですけど、震災は金曜日

に起こりました。で、土日休みです。で、月曜日に、実を言うと町民の方が義援金を持ってきた

んです、役場に。まだ、立ち上げてないから受け付けません。これ事実です。受け付けてないん

です。ところがどっこい、その方は粕屋町に行きました。まあ、ちょっとぐらい時間はたってい

るでしょう、行くまでに。粕屋町は受け付けたんです。これをどう思いますか。あの追及してる

んじゃなくて、これは、あくまでもやっぱり意識の問題だから、この辺はしっかりとですね、マ

ニュアルをつくってあるならマニュアルの徹底をしていただきたい。これが１つ。 

 もう１つ。先ほど町長が、地震、津波、原発は須恵町にとってはまあ当てはまらないというよ

うなことをおっしゃってました。確かに、原発は遠いし、津波はまず来ないでしょう。地震はひ

ょっとしたらこの前の玄海沖といいますか、あれの地震があったからひょっとするとあるかもし

れない。 

 しかし、何かこう有事のときには、絶えずそういう気配りだとか、そういう体制を整えておか

なければいけないなというのを考えて質問をしたわけです。 

 ただ、原発のことを言うと、福島原発から、飯舘村だったですか、あそこの最短まで５０キロ
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あるんです。実を言うと。で、飯舘村は、一応区域に入っていますが、何区域というんですかね、

ちょっと--計画避難区域ということに指定されているんです。実を言うと、２０キロ、３０キロ

以内じゃないんです。これは地理的なこと、あるいは地域の地形図、あるいは風向きによって変

わるかもしれません。 

 このことを考えると、須恵町まで何キロあると思いますか。約６０キロ。まあ、ちょっと遠い

んですけど、必ずしも、ゼロ％ではないというのを頭の中にお含みおきいただきたいなというの

があります。 

 と、もう一つ、私は言葉の思いや言い回しがちょっと悪かったと思うんですけど、庁舎内での

あるいは役場内での取り組みですね、そういう、クールビズだとか、省エネだとか、そういう取

り組みだけを私は話したわけではないんですけど、町全体的に、省エネだとかエコだとかを呼び

かけて、この震災をきっかけに、須恵町はあの震災後こういうことをやってますね、須恵町は特

徴を出してますね、そういうふうなことを兼ね合わせて言ったつもりですけど、まあ、思いが伝

わらなかったといいますか、言い回しが悪かったんでしょう。そういう思いがあって質問をさせ

ていただきました。その３点について、もしお答えができるんであれば、ぜひお願いしたいと思

います。 

○議長（三  良人）  中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  私もその第１番目にありました義援金の件については、報告を受けてない

わけでございますが。 

 これは、災害時とか非常事態時じゃなくて、日常時点での問題であろうと、いわゆる災害が起

こったからどうだこうだという問題じゃなくて、常日ごろ、そういったことに対応できるような、

いわゆる力といいますか、それをつけとかなければならないと。 

 今、ほとんど、いわゆる事務というのは機械化されて、ほとんどがパソコンの中で行われてお

って、非常に、事務の、いわゆるスピード化っていうのは行われておるわけでございますが、職

員として今一番大事なことは、町民からいろいろ受けたことを、その方が、法的にだめであって

も、法的に不可能であっても、その方が納得されて帰られる、その状態をつくること、これが職

員として今一番大事なところであると思います。あとは、機械がするわけですよ。判断をする、

あるいはそういった大事な部分、相手のことを思いやりながら、相手のことを理解させて、可能

であればそれは一番いいわけですけど、これが不可能になったときでもわかりましたと、努力し

ていただきましてありがとうございましたと、そういった関係を、職員は常々つくらなければな

らないというふうに思っております。 

 大いに反省をしたいというふうに思っております。申しわけなく思っております。 

 それから、原発の問題でございますが、いろいろと原発については、チェルノブイリあるいは
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広島、長崎の、いわゆる疫学的なデータしかないわけでございまして、これがどうだこうだとい

う問題というのが、なかなか解明されていないと。 

 だから、学校の校庭が２０であってもいいとか、１であってもいいというのは、これは、疫学

的にそういうデータが出てないから、ああいう数字が飛び交うわけでございますが、しかしなが

ら、いわゆる原発っていうのは、非常に重たい物質であるわけです。で、風が強ければ、それは

空気中で飛んで行って、５０キロぐらいまで行くというふうに思われます。５０キロ以上行くと

きもあろうかと思います、物質によってはですね。 

 しかし、通常は、重たい物質でありますので、まあ２０キロ、３０キロぐらいのところでほと

んどが落ちてしまうと。 

 いうことであれば、ちょうど糸島にぎりぎりかかるかなという状態までが非常に危険な地域で、

特に、糸島のとこについては、もう、原発について、非常に敏感になっておられるようでござい

ますが、私は、全然関係ないということを、まあ、言ったわけではございますけれども、同じ、

その、対応の仕方についても、周辺地域の対応と、我々の、いわゆる５０キロ、６０キロ先の対

応の仕方というのはおのずと違ってくる。 

 だから、今回の、いわゆる東日本大地震での、いわゆる検証が行われて、これが１００キロ先、

２００キロ先までも問題ありという検証が出れば、やはり我々としてはその後、大きな問題とし

て考えなければならないですけれども、現時点としては、周辺、５、６０キロぐらいが、より危

険性をはらむと、いわゆる警戒避難準備地域といいますか、そういう地域に指定されるのではな

かろうかというふうに今思っておるわけでございますが。 

 それから、クールビズ、エコの件でございますけれども、いろいろとあって、例えば、緑の

カーテンとか、いろいろ、まあ、うちの３階の、いわゆるまちづくり課のところでも社会実験を

やっておったりしてるんですが、建物の構造は非常にいいんですよね、下屋が長く出て、夏場、

太陽が高いときは光が入ってきません、冬場に太陽が低いときは、ずうっと奥まで日が入ってく

ると、それから、南向きといいますか、斜面が、西向きでないと。だから、福岡市役所とか、よ

その町言って悪いけど、志免町役場とかっていうのは大変な暑さだろうと、西日がまともに受け

るわけ。で、本町でそういう施設がどこにあるかというと、第三小学校の管理塔の部分が運動場

から西向き、あの辺あたりは何か対策を考えるということをしなければならないのかなあという

ふうに思っておりますが、藤石議員がおっしゃったように、須恵町から何かそういうアイデアを

発信してというところまでは、今のところ思いついておりませんので、その分については、何ら

かの形で、管理職会あるいは主務者会等でも、そのことについて、前向きな検討を進めさせたい

というふうに思っております。 

○議長（三  良人）  藤石議員。 
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○議員（１３番 藤石  豊）  実は、先日第二小学校の運動会のときに、何か網を張って、多分

アサガオか何かでしょう、あるいはゴーヤかもしれませんけど、多分植えるんじゃないでしょう

か。あれを見たときに、何かできないだろうかというのを考えました。 

 で、早速、私も、手前みそになりますが、アサガオと網を買ってきました。 

 そして、自分とこの窓に、それを今設置しております。ぜひ、参考になれば、皆さん見に来て

ください。もう既に設置しておりますので。 

 何かそういう取り組みを、まあ、やったらどうだろうかなという思いで、今、お話をさせてい

ただきました。 

 それから、今回の震災は、いわゆる想定外のことだと思いますが、これから先、須恵町におい

ても、先ほどお話がありましたようにゲリラ豪雨だとか、想定外のことがこれからどんどん起き

てきます。想定外のことがどんどん起きるということは、想定外じゃないということになります

よね。だから、想定外のことが想定外じゃなくならないようにですね、なくなったときにはふだ

んの対応が必要だということで、絶えずそういう気配り、そういう体制を整えてほしいなという

のが、私の今回の質問の大きな焦点でありました。 

 ちょっと長くなりましたけど、私の一般質問はこれにて終了いたします。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

○議長（三  良人）  ここでお諮りいたします。暫時休憩をしたいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。再開を１１時といたします。 

午前10時50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時58分再開 

○議長（三  良人）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ９番、今村桂子議員。 

○議員（９番 今村 桂子）  ９番議員、今村桂子です。 

 先ほどの質問でありました災害の件についてでございますけれども、大変、梅雨に入りまして、

大雨が予想されております。二、三日前も大変雨が降り続きました。 

 ２年前に集中豪雨で、須恵町におきましても被害が数カ所ありました。今年度も職員皆様の監

視と対策を強化していただきたいと思います。 

 それでは、通告に従いまして、組合加入率低下の打開策についての質問をいたします。 
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 本来、組合は、１００％加入を原則に成り立っています。 

 人間の生活の場である地域においては、加入率低下の事実は、そのまま地域生活の安心、安全、

快適を壊すものとしてあらわれてきます。生活の場での支え合いの力を、これ以上、弱めないた

めにも、支え合いの輪に入ってくれる住民を確保することは、地域存続のかなめの石となるもの

です。 

 加入者をふやす努力は、多くの町内会で真剣に取り組まれ、行政による支援も熱心に行われて

います。 

 ２００８年に取りざたされた「コミュニティー活動基本法」の制定の動きも、法案の内容の是

非はあるとしても、町内会に対するモラルサポートを目指すものでした。 

 未加入者が生まれる背景には、個人情報保護法などにより、転入した新世帯に町内会の情報が

届かなくなったため、町内会があることを知らないケースなどもあるようでございますが、役員

が回ってくるからやめたいとか、煩わしいからというような個人的なものが多いように思われま

す。近年では、役員のなり手がないという問題等も起こってまいりました。 

 現在、住民の生活様式、生活意識の多様化で、全住民に共通する関心事は、一般には減少して

います。 

 伝統的には、冠婚葬祭を通じて、世代を超えてつながっていた地域の各世帯が、そうした行事

が専門業者の手に移ることでつながる機会を失ってきました。 

 町内会に加入してもメリットがないという意見もあります。お互いさまの意識を通して、地域

でのお互いに助け合うという関係が自覚され、その意識が共有されることで、地域の安心、安全

も、また、向上していくと思います。 

 東日本大震災が発生し、組合や区などのコミュニティーなど、地域のきずなの大切さが浮き彫

りになり見直されております。 

 １９９５年１月１７日に起こった阪神淡路大震災でも、町内会、自治会を基礎にしたまちづく

りによる住民の日常的なつながりを保っていた地域と、そうでなかった地域では、消火、救出、

救援物資の配分、炊き出し、住民の消息把握、情報の伝達、管理などで、雲泥の差が出ているこ

とが指摘されました。 

 須恵町では、「生涯学習のまちづくり」を行政施策の基本にとらえ、社会教育に力を入れ、文

化活動、体育活動などを通して、町民全員が縦横に結び合うネットワークづくりや校区コミュニ

ティー、そして、福祉の分野では、町民主導で町民みずからが行う「共生の町づくり」など、町

民がいろんな角度から事業や地域に貢献していく全員参加型の事業を推進しています。 

 各区、分館では、防犯灯の管理、美化作業、広報の配付、高齢者の「ミニデイサービス」、幼

児の「チャットルーム」、コミュニティー事業の推進、社会教育関係では、育成会活動、婦人部
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活動、体育活動への参加、協力などを行い、各区がまちづくりの大きな一翼を担っています。 

 今年度は、新たに、独居老人等の高齢者の見守りや災害時等の災害弱者等への対応、教育部局

においては、教育長報告の２３年度取り組み事業の中で、子供会育成会事業の再構築や分館長会、

分館主事の会との協働体制の確立など、各区の協力が必要な事業等が新たに加わる予定です。 

 御存じのとおり、近年、組合、区の加入率は年々低下し、５５％を切る区もあり、運営や財政

面でも苦労をされています。大変、危機的な状況です。各区ではさまざまな呼びかけや取り組み

を行い、組合加入促進に動いておりますが、区の取り組みだけでは非常に厳しい状況にあり、こ

れ以上、加入率が低下すれば、運営できない状況まできています。 

 町長におかれましては、この危機的状況に対し、区長会や共生のまちづくり総会等において、

今年度から町としても、組合、区の加入促進に力を入れていくとの発言をされておられますが、

今年度からどのような取り組みを町として進めていくのか、加入率低下の打開策等について、お

考えをお答えください。 

○議長（三  良人）  中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  この問題につきましては、平成１９年の３月に、前議員でありました貝原

議員からも同じような質問が出されたわけでございますが、現在の加入状況で申しますと、今

５５％と言われましたが、実際は、一番低いところは４６％です。加入率５割を切っておるとい

う状況でございます。で、加入率が一番高いところで９８％ということでございます。 

 近々には都市化しております志免町とか粕屋町、いろいろありますけれども、８０％ぐらいは

加入されておりますし、北九州市においても７５、６％は加入されております。本町においては

７０％切りまして、６９.３％という、非常に低い加入率でございます。 

 状況については、先ほど議員がおっしゃったとおりでございます。 

 特に少子高齢化、高齢化の独居等で役員が回ってくるというところで加入し切らないというよ

うな抜け方、あるいは農家の方のミニ開発、１９戸以内ぐらいの住宅の開発、借家のですね、そ

の方たちは、家主さんのほうから入ってほしいという方向で言われても、いわゆる区のほうで、

なかなか、そこで１つの組合ができればいいんでしょうけども、その１つの組合ができないとこ

ろにおいては、まあ、私のところで申し上げますと、いわゆる先々週、区の美化作業があったん

ですけども、来てあるけれども参加はしなくてもいいというような判断で、いわゆるそういうこ

とが、いわゆる入っとっても意味がない、区費払ってもメリットないというような状況を引き起

こしているんではなかろうかというふうに思っております。 

 で、今回、東日本の大震災が起こりまして、私は、本当に、東北、いわゆる東日本の人だから

こそ、あれだけ秩序を正しく、整然とされておると、外国のメディアからも称賛の声が上がって

るというのは、東北の人だからだろうというふうに思っております。 
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 これが、いわゆる都市化したところであれば、これはもう非常に、混乱を起こしておるんでは

なかろうかというふうに思っております。 

 特に、あそこについては、いわゆる会津藩という、いわゆる浜通り、中通り、会津通りちゅう

か、その、ありますが、ちょうど中央のところに、会津藩があるわけでございますが、これは、

会津藩というのは「白虎隊」で有名なところですが、その藩校であります「日新館」という学校

があるわけですが、そこに入るまでのまあ１０歳未満の人たちが、いわゆる予備隊のような形を

つくって、「じゅう」という、にんべんに十と書くんですけれども、その「什の掟」というのを

つくって、１０人から１５人ぐらいのグループの中で、いわゆる「日新館」に入るための勉強を

するというか、そういう組織があるわけですが、７つの教えがあるわけですけれども、最終的に

は「ならぬものはなりませぬ」と、できんことはできんのだと、そして「長幼の序」、いわゆる

上の人が言ってあることは素直に聞きなさいとか、そういうふうな教えがその「什の掟」の中に

あるわけでございますが、そういった教えのもとに、ずっと育っておられるというか、伝統的な

そういう「おきて」といいますか、コミュニティーが生まれておったというのが、今東日本で、

整然と避難場所で、３カ月もああいう環境の悪いところでおられるという、忍耐強さが生まれて

いるんじゃなかろうかというふうに思っております。 

 それから、いわゆる米沢藩の「上杉鷹山」という、ケネディとか、クリントンさんの、いわゆ

る御主人のほうですね、尊敬すると言われましたけれども、「上杉鷹山」という、いわゆる自助、

共助、公助いわゆる公助っていうのは扶助ですね、その精神でやっていかなければならないとい

うことの教えがあるわけですが、今先ほど議員がおっしゃったように、いわゆる個人情報保護法

とかっていう法律、これによって、自助の部分が守られておるわけです。 

 それから、何かあるとすぐ行政にという扶助、公助の部分があるんですが、じゃあ、その中に

共助という、お互いにみんなの力で何とかできることはないかという、そこが欠落しておると。 

 で、本町においては、生涯学習あるいは、いわゆる校区コミュニティーの段階で、非常に熱心

に、役員さんといいますか、委員さんたちは活躍、活動されておりますけれども、その活動が余

りにも「微に入り細に入り」あるのかどうか知りませんが、どうもそのコミュニティー、共助の

部分の欠落というのが非常に大きいということで、近隣の町から見ても加入率というのは極端に

低いと。 

 それから、先ほども言いましたように、各行政区、２０行政区の中で、９８％、１００％に近

いところがあるかと思うと、４６％って、半分以下の加入率しかないという、行政区の格差があ

るわけでございますけれども、いわゆるその一番大事なところと申しますか、それは、やはり、

区という単位が一番、コミュニティーといいますか、人々の生活の中で一番大事な単位であるわ

けですね。それで、少子高齢化、例えば子供会活動が何々区ではできないと、６年生のリーダー
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がいないというようなことも、今少子化の中であると、だから、校区の段階で、いわゆるリー

ダーがおって、その支える人たちがおって、そして、仲間がおるというような形にしないと、い

わゆる行政区単位では、子供会が組織できないというような状況も起こってきておるということ

から、校区コミュニティー。 

 そしてまた、合併へ向けて本町は進んでおりましたので、そのためにも、やはり町全体が大き

くなりますと、自分の存在が遠くなると、そのためにも地域で結びつきを持たせようということ

でコミュニティーというものを進めてまいったわけでございますけれども、成果としては、それ

が全然、いわゆる組合の加入率にとっては、上がっていないということでございます。 

 それで、今、強制力はありませんので、何といいますか、町としては、こういう「町内会への

入会の御案内」という、こういう、役場があって区長がおって、組合長、皆さんへの御家庭とい

う、こういうチラシを住民登録の段階で出しておりますけれども、じゃあ、それを、区長さんが

だれだれ、連絡員さんがだれだれということは、やはり、情報上、それは流しにくいというよう

な問題もあっております。 

 だから、今度災害等が起こると、隣の人もわからないと、だれが行方不明になっておるかとい

う状況もわからないということも考えられるという危機的な状況にあると。 

 だから、私は、今回区長会で、町も今まで、行政区ばっかりにお願いして、行政区長さんが大

変だったろというふうに思いますが、町を挙げて、そのことをやっていきましょうというふうな

ことでございまして、いわゆる今回は、まちづくり課のほうで、「町づくり推進会議準備委員

会」という会があるわけでございますが、そして、各区を訪問する、仮称ということでございま

すが、「町づくり懇談会」というものを検討して、その区の、いわゆる要望、ニーズをまず聞い

てくると、推進委員会が中心としてですね。 

 だから、行政が即行って、どうだこうだということじゃなくて、民間の委員会の人たちが、そ

の行政区との懇談の中で、そして、この行政区はこういう問題が課題だということがありますと、

また、要請があれば、今度は私を中心として、例えば、これは、建設課の問題もあるということ

では、建設課長も連れていくし、住民から国保の問題があるということであれば、住民課長を連

れていくとかいうようなことで、いわゆる行政と行政区の、区民の人たちの近づきといいますか、

接点を設けなければ、いわゆるメリット、デメリットという話がされましたが、町民になっても

区民になっても何もメリットはないと、役員が回ってくるデメリットだけしかないというような

状況が起こってまいりますので、そういった懇談会を中心にして、まず、意識を高めていただく

ということを、まず、手始めとしてやっていきたいというふうに思っております。 

 そして、自治会の勧誘、今言いましたパンフレット化、開発については、不動産業界への協力

依頼とか、未加入者への今度はアンケート調査をして、そして、どういうことで入られるかと、
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そういうデメリットの部分を、いわゆる解消していくことによって、加入もされていくんではな

かろうかということで考えておるわけでございます。 

 積極的に行政もかかわって、加入率を向上させていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  今村議員。 

○議員（９番 今村 桂子）  ただいま聞いたところによりますと、４６％を切っている区がある

ということで、これは、２世帯にも１世帯以上の未加入がいるということで、そういう区では、

非常に財政的にも厳しいのじゃないだろうかと思います。 

 ちなみに私の入っている区でも５５％を切っておりますが、非常に財政的に厳しい。そういう

中で区もいろいろ努力をしてまいりました。 

 で、例えば未加入のところから、共益費を取るというところで、例えば、防犯灯の電気代、そ

れから消防費、それと子供育生会費を共益費として一応取る。しかし、なかなかそれも、本人が

「うん」と言わないと取れない、しかも、中には、少ない金額であるにもかかわらず内訳はどう

なっているんだと、未加入の方に限ってそういうことを言われております。本当に財政的に厳し

い中、役員さんたちは一生懸命活動をされてきております。 

 美化作業に関しましても、先ほど町長のほうが、来ても、というような話、されましたけれど

も、美化作業も出不足金等を未加入の方まですべて美化作業の日を案内をいたしまして、出不足

金等も平等に取っているという区もあるという実情でございます。 

 しかし、区だけでは、なかなか徹底をすることはできない、そこで、行政のほうでも何とか御

協力を願えないだろうかというような内容もございます。 

 それと、区のニーズを、まちづくり推進会議等懇談会で聞くということでございましたが、こ

れは、加入をしている区としては、非常に前進をしていくことであろうと思いますし、町内会の

入会の御案内、不動産への案内と、本当に前向きにいろんな形でこれから努力をしていっていた

だけるということでありがたいなと思います。 

 まあ、未加入者に関しての、もうちょっと、何というのですかね、もうちょっと考えることが

非常に、あの、行政としても難しいところであるというのはわかるんですけれども、区としても、

本当財政的に厳しいというのが一番の現実でかかってくると思います。 

 それに加えて、本年度からも行政からの仕事依頼というのですか、そういうのがどんどん入っ

てきます。人的な不足もあります。対応していくだけの区としての力も、ある区とない区がある

と思います。本当に厳しい現実の中で頑張ってはおりますけれども、いま一つ打つ手がないとい

うのも、区としても行政としても非常に厳しいところであると思います。 

 １９年の３月に貝原議員が質問をされまして、その中で、区長会と、随時話し合いをしながら
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頑張っていますというような御回答をいただいておりますが、あれから４年たちまして、余り変

わっていない、それに加え、区としては、加入率がどんどん低下していく、何とか歯どめをここ

でかけなければいけないということと、財政的な援助といいますか、非常に今、一応、区に対す

る交付金もいただいてはおりますが、９８％入っているところと、４６％入っているとこでは財

政も非常に違いますし、動ける範囲も決まってまいります。その辺をどのようにお考えでしょう

か。 

○議長（三  良人）  中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  不思議と行政区の大きいところが、未加入というところが多いわけです。 

 それから、その行政区が財産を持っておるといいますか、そういうところが意外と少ない、ま

あ、南米里の場合は別ですよ、南米里、大島原をのけて、大体、総体的に言いますとそういう状

況です。 

 旧上須恵というところが非常に加入率が悪いという状況ですが、だから、上須恵あたり

８００で、５割入っても、その、南米里とさほど歳入に関しては変わらないという状況で、それ

ともう１点は、じゃあ、町のほうからということになりますと、今行政区のほうも財政的に困っ

てると、そこを助けてやると、今度は、行政区のほうも努力がされんじゃなかろうかというよう

な問題もありますので、そこはお互いに努力をしていきたいという状況でございますが、これと

いった打開策というのは、今、確かにないわけです。 

 まあ、少子高齢化というのが１番の問題、だから、あるいは行事、子供会の行事というのも、

いわゆる昔の行事というのがお宮、お寺、そういう宗教にまつわりつく行事というのが非常に多

かったわけです。今、宗教が多様化してきておりますし、だから、そういう宗教行事には、かた

りませんというところも出てきておったりして、そうすると、子供会に入っておっても、子供会

活動から逃れるというようなことになりますので、なかなかこの難しさはあるわけですが、以前

は、住民課で住民票を、例えば住基登録に来た時点で、役場のほうから、区長さんはだれだれで

す、連絡員さんはだれだれです、そこにいって判こをもらって来てくださいと、そうしたら、い

わゆる入居といいますか、住居を移せますよと、そういう強制力を持ってやっとったんですが、

今は、もう全然、自分、個人ということになりますので、特に、その個人情報を保護するような

ことを行政がまずやってしまうと、一番の大きな問題になって、人権ていう問題からすると、一

番大きな問題にひっかかってまいりますので、非常にこう難しい。そうすると、先ほど今言われ

たように、未参加の、参加しなかった場合でも出不足金を取るとか、あるいは消防とか、育成会

っていうのは子供がおってもおらんでも子供を見守るための資金集めをしているからとか、消防

においても、全体の中で、いわゆるそういう消防に守られておるからというようなことで取られ

て、僕は非常にいいことだというふうに思っております。 
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 そういったことも参考にしながら、今後ともに考えていきたいと。 

 具体策としては、今のところ、私としても持ち合わせをしておりませんので、行政区で、これ

で成功している区もあると思いますので、そうした成功した例等を参考にしながら、未加入が多

い区については、努力していただきたいということでこれから頑張ってまいりたいというふうに

思っております。 

○議長（三  良人）  今村議員。 

○議員（９番 今村 桂子）  本当に打つ手が、なかなかいいのがないのが現実だろうと思います。 

 そういう中で、やはり一番はモラルの欠如、個人主義が原因なんだろうなというふうに非常に

思うんですけれども、まあ、区として財政的に援助すると頑張らないんじゃないかというような、

今お話がございましたが、区のほうは、本当に、今言ったような共益費を取る、美化作業の出不

足金を取る、で、昼間使用していない公民館を貸し出して、その家賃ですか、そういうので運営

をするところまできているということで、非常に、もう、努力は本当にしております。 

 そういう中で、何とか財政的に援助もできないのかなということで、今お話もいたしました。 

 それと、今後、組合からの脱会者を出さないために、脱会をするための脱会届を全員の各区の

中の、組合ですね、組の中で話し合いをして、全員がオーケーをしないと脱会できないというよ

うなところをつくったり、本当にまあ、非常に苦労しながらの、現実は、大変な思いをしながら

の、区の活動をやっておるということは、理解をお願いをしたいと思います。 

 そういう中で、区の役割りというのも、今変わってきてるんじゃないかなと思うんです。 

 今までは、いろんな行事へ参加する、お祭りをする、今言われましたように宗教行事、ところ

が、区の役割というのが、こういう震災が起きてから、防災、どのように高齢者とか災害弱者を

守ればいいのか、それから、高齢化に対しての見守り等をどうするのか、それと、子供を通して

親と親のつながりをどうするのか、そういう面の行政のところが大分入ってくるんですね、で、

その辺を何とか未加入の方たちにも知らせて、区に加入する方策ができないのかなと、防災関係

の、皆さんを組み入れるということで、何とか加入促進につなげていけないかなということを、

今後、また、行政と区のニーズを聞くという懇談会の中でも、突破口としてやっていけるような

気もいたすところでございます。 

 その辺も考えながらお願いをしたいと思います。 

 それから、ＰＴＡと子供会の関係の中で、育成会子供会のほうに、あいさつ運動とかプール当

番が今、来てるんですね。たら、結局、情報が、未加入の方の世帯としては、だれが、区に入っ

ていない方でＰＴＡの方がいらっしゃるのかもない中で、その当番組みをしてます。 

 そういうようなところで、情報開示がないということが、非常に、区に関しての負担というの

もふえてきているのも事実でございます。 
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 こういうことも解決していく方策をその中でまた探っていただきたい。 

 行政区の格差というのが非常に問題になってまいりますけれども、もう、これから、区として

も、多分いろんなことで努力はされますので、町としても、まあ、町長が今年度から加入促進に

向けて力を入れていくと言われて、いろんな対策をとっていただけるようですので、今後も、さ

らなる加入促進に協力していっていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

○議長（三  良人）  １４番、原野敏彦議員。 

○議員（１４番 原野 敏彦）  １４番、原野敏彦でございます。 

 昨日は、雨の関係で、第３９回の相撲大会が中止になりました。大変、期間中、選手の方々は

一生懸命練習をされてあったと思うんですけれども、本当に残念な結果に終わりました。 

 そういうことで、一生懸命頑張られた方には、本当に、今後とも頑張っていただきたいなと、

こういうふうに思うところでございます。 

 今回の私の質問は、議員になりまして３回目か４回目、この中央地域の質問をさせていただい

ております。 

 第５次総合計画が本年度から始まりました。 

 過去、第１次、２次、３次、４次という計画がありながら、なかなか地域の整備がなかなか進

まないという現状でございます。今回も１２月議会でこの地域のことも質問させていただきまし

た。 

 吉松課長からその回答もいただきましたけれども、またちょっと若干この地域が変わってきて、

状況が変わってきてますので、再度、この地域のあり方を、再度、質問させていただいていると

ころでございます。 

 前回は、景観条例をつくってほしいとか、そういうようなことを言いながら話をさせていただ

いたんですけども、ちょうど北側になるんですかね、不用品のリサイクルの場所があったわけで

ございますけれども、町、執行部の方々、いろいろ御努力をしていただきまして、地権者の方

等々の御連絡をしていただきまして、何とか撤退をしていただいたということで、町民の方々も、

あの辺を通るたびに嫌な思いをされてたと思うんですけれども、今は更地になりまして、少し安

堵もされているところではないかなということを思っております。 

 中央地域は、ＪＲ中央駅周辺を商業地域と位置づけをして、住民の生活ニーズに対応した商業

の振興に促進しますということが、この５次計画の中にもうたってあります。 

 また、そういうふうな意味で、そういうふうな撤退もされたんですけど、行政としてそういう

ような対策、対応する案があるのか、これが、第１点聞きたいところでございます。 
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 また、中央駅広場、これも諸事情がありまして、断念せざるを得ないという状況になったわけ

でございますけれども、前回の質問のときにも、南側にコミュニティーバスの停留所をつくった

ということで、これから先、どういうふうな展開になっていくのか、この辺も１点質問をしてま

いりたいというふうに思っております。 

 そのコミュニティーバスの件に関しましては、前回も話しましたけれども、やはり、進入口が

道交法に関係ないといいますか、そういうふうな思いがあるもんですから、一般の車両が常時よ

く、私があそこにとまっているときに、いつでも１台、２台は通ってる状況がございます。 

 まあ、それを踏まえますと、事故の可能性、まだ、事故はあってはおりませんけども、あるの

ではないかなということでですね、その南側の公園地域等々の開発を急いでいただいて、あそこ

の場所を道交法に適用するような道路として、それをしていくことにおいて、本当にやっぱり一

方通行で進入できないということがなるんではなかろうかという思いで、今回、また、中央地域

の質問を再度させていただきました。 

 どうか、町長さん、また、担当課長さんの答弁をいただきたいと思いますので、ひとつよろし

くお願いをいたします。 

○議長（三  良人）  吉松まちづくり課長。 

○まちづくり課長（吉松 良徳）  失礼いたします。 

 原野副議長には、たびたび御質問をいただき、改めてこのように学習する機会を与えていただ

きましたことを心から感謝申し上げます。 

 議員、御存じのように、総合計画は、向こう１０年間の町の目指すべき将来像を定め、必要な

施策を体系化したまちづくりの最上位に位置づけられる計画でございます。 

 第４次総合計画が、平成２２年度末をもって終了し、本年度から第５次総合計画が「ともに思

い ともに創り ともに生きる」を基本理念としてスタートいたしました。 

 御質問の中央市街地の整備につきましては、その中の施策大綱４「安全で安心して快適に暮ら

せるまち」の施策項目３「利便性の高い都市形成の中でＪＲ須恵中央駅周辺を商業地域と位置づ

け、町民の生活ニーズに対応した商業の振興を促進します」とうたわれております。 

 須恵中央駅周辺には、ダイエー・ハイパーマート須恵店がオープンすることが決定されること

を契機に、平成８年、須恵中央駅前広場の都市計画決定を行い、ハイパーマート須恵店を中心と

した粕屋・宇美線沿線を、住民の日用品の買い物等の利便性を図る商業地域へと誘導するため、

近隣商業地域として都市計画法の用途地域を指定いたしました。 

 しかしながら、ハイパーマート須恵店は平成１４年に閉店し、現在パチンコ店となり、当時の

利用客の駐車場は売却され、住宅、アパート等の住居地域へと変わりつつあります。 

 近年、須恵中央駅の乗降客数、また、町の人口も大幅な増加が見込めないことや、大きな財政
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負担を強いられること、地権者が廃止を希望していたこともあり、都市計画決定していた須恵中

央駅前広場も昨年度廃止いたしました。 

 今後の駅周辺は、土地利用の制限も駅前広場廃止により多少緩和され、民間による商業地域と

しての適正な土地利用を期待するものでございますが、地権者とともに、密接に連絡をとりなが

ら、景観を損なわない有効活用を引き続きお願いしたいと考えております。 

 昨年、都市計画に関する調査、都市計画基礎調査が実施されました。土地利用の現況、建物現

況、都市施設、市街地整備の状況等に関する現況及び動向を把握する調査が行われ、本年度集約

されたデータが、県の方から届く予定でございます。そのデータを分析し、駅周辺だけにこだわ

らず、商業振興へ誘導できそうな地域を洗い出し、再度町内の用途地域の見直しを検討したいと

思っているところでございます。 

 また、コミュニティーバス発着場、通称須恵中央駅中央交通広場でございますが、もともとは

ＪＲへの交通結節点として機能を期待し、設置したものでございます。現在コミュニティーバス、

西鉄バス以外の進入は禁止いたしております。しかしながら、法的な強制力がないため、一部の

車両が通り抜けしていることは事実でございます。 

 今後、隣接している公園用地の利用計画とあわせて、道交法の法規制ができる町道に認定すべ

きか、関係各課と検討したいというふうに考えております。 

 それまでの期間は広報活動を充実させるとともに、目につきやすい大きな看板を設置したり、

簡易的なバリカーの設置等を検討しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三  良人）  原野議員。 

○議員（１４番 原野 敏彦）  ありがとうございます。前向きな姿勢がうかがわれるところでご

ざいますけれども、もう一件、コミュニティーバスの停留場あそこにつくったわけですけども、

利用状況といいますか、あそこで乗りおりされる方のデータが、多分毎日報告はあってると思う

んですけれど、データはあると思うんですけれども、それと運転手さんにもちょっとお聞きした

んですけども、やはり危ない目に遭ったという報告を私は受けております。 

 というのは、あれは両方一方通行ですね、反対側から来ないようになっている、それがやっぱ

り反対側からも入ってくるということで、道路に出て、踏切を渡っていっているということで、

運転手さんは、バスはもう来ないものと大体思うわけです。だから、それによって今まで事故が

なかったのがよかったなということで。 

 今、課長のほうからも話がありましたけどいろいろな方法を考えているということですけれど

も、進入禁止側でない、反対側からもやっぱり入っていく。その辺も考慮していただきたいなと

いうふうに思っております。 
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 それは、早急にやらないと、やはり事故があってからでもやっぱりいけないし、そのほうの責

任というものもあります。先ほども言いましたように道路交通法には触れないという点もありま

すので、早急にそのような対策はやってもらいたいなということでございます。 

 それから、もう一件は、平成８年に大型店があそこに参りまして、平成１４年に撤退したとい

うことで、その間いろいろ跡地の問題でもいろいろ町長のほうも検討されまして、大型店をつく

るような業者もあったわけでございますけれども、やはりその中で、今課長が申されましたよう

に、須恵町としてはもう大型店は来ないと、必要ないといいますか、今までの須恵町の商業自体

が点在するような町でありましたし、遠く昔になりますと、炭鉱があった時代に西側に商店街が

あったぐらいのもので炭鉱が栄えたときにはそういうふうな町づくりがしてあったと思うんです

が、その後炭鉱が閉山しまして、７,０００人、８,０００人の方々が他の地域に流出されまして、

それから町づくり自体は停滞していただろうと思います。そういうふうな関係で商工業、商業に

至っては、やはり点在する商店ができるということで、先ほどお話の中にも県等に要請されてそ

ういうふうな店ができるんであれば、やはり須恵町もやっぱり商業として町民の方々にやはりお

買い物、ショッピングに関しても、なるべく御不満が出ないような町づくり、商店づくりも考え

ていただきたいなと思っております。 

 また、私も商工会に長くいたんですけれども、青年部の方々、今の会長さん初め積極的に行動

を起こしていただいて、町づくりの一環にもなるとは思うんですけれども、いろんな施策をつく

っていただいております。これも、やはり中央地域でそれも頑張っていただいているわけでござ

いますし、農っ工ら商なり、なんか、やろうかな、そういうふうなこととか、駅近くには、道の

駅と似たようなものを住民の方が建設し、活発化にしているということでございますので、その

中央地域においても県道３５号線ですかね、筑紫野・古賀線の４車線の問題もあるとは思います

けれども、そういう意味での町づくりを積極的に考えていただいて町づくりによく活かしていた

だけたらなということを思っております。だれか、町長意見がございましたらひとつよろしくお

願いします。 

○議長（三  良人）  中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  課長が申しましたように、中央駅前の広場、これについては商業地域とし

て用途地域を定めておりますが、今の町の状況としては町としてそれを何とかできるかというと

非常に厳しい状況でありますし、民間でも進出してきたいということがあれば町としてもバック

アップしていきたいというふうに思っております。 

 先ほど言われましたように、やはり町としては、町内の商工業の、いわゆる振興を図るという

ようなこともありますし、大店法等の問題もあるし、まあ大型店舗っていうのはもう無理だろう

というふうに思っておりますが。 
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 確かに、今少子高齢化の中で、買い物難民の人たちが非常にふえてきておると。車ももう乗っ

てないと。長寿化の中で、７０歳超してわざわざ切りかえに行くのもあれだと、車ももう放棄し

てという。そうすると近々に、そういう生活の材料を変えるような店っていうのも欲しいわけで

ございます。 

 第二小学校のほうでは、長礼のとこにヤマエですかね、サニーヤマエがあります。それから第

三小校区といいますか、ちょっと大賀薬局のその辺にビーンズがありますが。第一小の、いわゆ

る須恵中学校、川子団地、あの周辺にないわけでございます。 

 今のところ、名詞を出してよいのか悪いのかわかりませんが、飯塚の方から店舗を進出したい

というようなことがありますので、商工会とも協議した結果、それはいいよと、後押ししたいと

いうことでありますので、私どもも行政として、買い物難民といいますか、弱者解消のために、

そこに商店が進出してくるのを手伝おうというような状況でございます。 

 また、今申されましたように、地産地消という関係で近所にも地元の農家の方が、そういうも

のを建てて売りたいということで、本当に横でありますので、そういう形で、いわゆる、そこに

店がぽつんと一軒あるんじゃなくって、そこに何かの核になる店があって、その周辺で、いわゆ

る商業地域をこしらえていくということが地元の町の住民の人たちの便利性、利便性を図るんで

はなかろうかというふうに思っておりますので、駅前広場については商業地域として認定をして

おりますけれども町として何とも今できない状況であります。しかしながら、買い物難民を解消

するという方向としては町としては一生懸命努力をしていくということでございます。 

○議長（三  良人）  原野議員。 

○議員（１４番 原野 敏彦）  ありがとうございました。ちょっともう１点だけ、先ほど言いま

したように、コミュニティーバスのことをこだわるわけではございませんけれども、利用状況が

わかりましたらその辺と、これが多い少ないは別にしましても、いわゆるそれが本当に少なけれ

ば、本当にあそこにコミュニティーのバス停をつくってよかったのかどうかという検証もこれは

できると思うんです。今まであれは金額をかけてつくった停留場でございますけれども、ほかの

場所はやっぱり行政区の公民館前とかいろんな所に看板上げたぐらいでずっとしているわけでご

ざいますけれども。そういうふうなお金をかけてつくった後に乗降客が本当に少ないんであれば、

１日、さあ、１０名おられてもこれは少ないと私は思います。町の中心地でありますので、試験

でずっと時刻表のいろいろルートをいろんなことを試行錯誤しながら今つくってあるわけでござ

いますけれども、それが功を奏していないということであれば、先ほど課長のほうからお話があ

りましたように、あそこをとにかく早く何らかの施設をつくって、あそこの場所にやっぱりあの

停留所をつくってよかったな、道交法であそこを進入禁止にして、車も通らない安全な場所だな

という、やっぱり町民が喜んでいただけるような、そういうふうな地域に、場所にしていただい
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て中央地域の発展に寄与していただきたいなと、こういう私の思いでございますので。先ほど課

長からその答弁いただきましたので、答弁の必要はありませんけれども、その辺をよろしくお願

いいたしまして私の質問を終わらさせていただきます。本当に、ありがとうございました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

○議長（三  良人）  ８番、合屋伸好議員。 

○議員（８番 合屋 伸好）  ８番、合屋伸好でございます。微妙な時間をいただきましたので、

超特急でまいりたいかなというふうに思いますが、超特急と申しましても、少し余談を言いたい

わけですが。今副議長が言われてました少年相撲ですが、本当に残念でございました。町長、教

育長もそうでしょうが、吉松理事もそうなんだろうと思います。皆さんそうです。何とか、延期

とか、屋根のあるようなところでできないかというふうなことも、やってもらえないのかという

ふうに考えていたところでございます。 

 それでは、通告に従い質問をいたしますが、質問に先立ちまして、東日本地方における地震等

の被害に遭われました方々及び各関係各位に御冥福並びにお見舞いを申し上げます。定番のあい

さつとなりましたが、東北地方では現在亡くなられた方は１万５,０００人を超えました。また、

いまだ不明の方が８,０００人を超える方がいらっしゃるということでございまして、あわせて

瓦礫の状況もままならない、原発の終息も全く見えないといった大変な状況でございます。 

 今回は、御承知のとおり、この３・１１の地震、津波被害に端を発するものであります。した

がいまして、微力ではございますが、この復興支援の一助、これを前提として質問を進めさせて

いただきたいというふうに思っております。 

 これから夏に向かいまして電力の消費量が増大することを懸念いたしまして、経済産業省を初

め、全国的に節電が呼びかけられているところでございます。もちろん、西日本におきましては

周波数の違いから直接の協力はできないというわけでありますが。玄海原発等の停止、また、こ

れから盛り上がってくるであろう脱原発の関係を含めまして、いずれにいたしましても須恵町と

いたしましては１５％ほどの節電は必要になってまいるわけでございます。 

 この節電対策というふうに申しましても、いわゆる多岐にわたる、ソフト面とハード面、直接

的と間接的、またすぐに実行できるものと長期の計画が必要なものなど、あらゆる範囲、あらゆ

るくくりに及び、限りがないものであろうというふうに思います。本日は、そこで中でも比較的

ポピュラーなもの数点について、７点だと思います、通告をし質問としたいというふうにと思い

ます。 

 そこでまず思いつきますのが、当町でも既に実施されていますクールビズでありますが。こと

しは頭に「スーパー」がついておりまして、ところによって職員はＴシャツ着用など、設定温度

を上げるためのさらなる努力が促されているというのが現状であります。このように経費が余り
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かからない対策というのもありますが、ほとんどが大なり小なりの予算、費用を必要としてくる

かというふうに考えられます。そこで、これらの対策にどれほどの予算措置ができるのかという

ことが大きな問題になってこようかということでございます。 

 これが今回のポイントでございます。もちろん、内容によって価値観が異なるということにな

ります。今まで経費削減のための節電でしたが、少々様相が変わってまいっておるということで

ございます。 

 まずは１つ目。多額な費用を必要とするであろう風力発電と太陽光発電でございますが、これ

は比較的に難しいのかなというふうには承知をしております。 

 以前に一般質問もされたかと思いますが、今後、先ほど町長の答弁もありました、国や県の動

向も変わってくれば、要検討という可能性も出てまいるのかというところでございましょう。ま

た新設の施設であれば、設置も幾分容易にできるのではないかというふうに考えるところでござ

います。これを一つお聞きいたします。 

 ２つ目です。次に、光ダクトと地熱交換、通告しておりますが、この光ダクトというのはいわ

ゆるダクトですね屋根の、天井の上を張っている換気ダクトだったり、排煙ダクトといったもの

がありますが、こういったものの中に鏡を設置して屋根部で取り入れた光を好きなところに必要

な部屋に持っていて照明にするというものでございますが、これ最近開発されたものでございま

して、まだまだこれからだろうということでございます。 

 また、地熱交換でございますが、地中や床下の冷気を室内に循環させることによって、エアコ

ンのかわりとするというものでございまして。いずれも一般住宅ではこれから普及するのではな

いかといわれています。 

 これが公共施設においては、果たして検討の課題に入るのかということでございます。まだま

だ、これ、工事も必要とするものでありまして、これからの製品であろうということでございま

す。費用がかかる順に申し上げていくつもりでありますが。 

 次ですが、屋上と壁面の緑化でございます。学校等では既にグリーンカーテンと称しまして、

アサガオなんかがネットにはわせられて、これ昔からあってますが小規模でありますが、実施さ

れているようであります。それが、学校だから生徒や先生たちがついておれるわけですが、ほか

の施設で体育館やホール、そういった施設でこういった検討をして大丈夫なのか、採算・採算ば

っかりじゃないんでしょうけども、できるのかということをお尋ねしたいということでございま

す。 

 通告の最後がＬＥＤでございます。前回、副議長が質問されたかと思いますが、これ一度かえ

ますとずっといいということで、維持費等の人件費がかからないというところで、比較的安価で

はないかというふうに判断をいたしました。で、最後に持ってまいりました。 
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 これ、御承知のとおり、白熱球、蛍光灯を併用した平均的な消費量に比べますと少なくとも

３分の１の削減になるということでございます。半分や半分を超える削減になる場合もあるとい

うことでございまして。十分に１５％以上の削減に直接つながるものでございます。また、耐用

年数も長いというのも御承知のとおりかというふうに思います。 

 以上、可能なもの不可能なもの、もちろんあるとは思います。しかし、また、この節電対策先

ほど申し上げました小さなことも含めますと、限りなくあるわけでございまして、まさに今創意

工夫が求められるというものではないかと、この創意工夫が今回のキーワードとなるのじゃない

かというふうに思います。 

 また、町もしくは町に付随する施設、これは既存のものにあわせまして新設の予定もあるとい

うことでございまして、これの検討もしていただかなければならない。さらには町にとどまらず、

いわゆる役場にとどまらず、広く民間の企業や町民に対して呼びかけやキャンペーンなどの実施

等を町主導で行うというのも、これも一策ではないかというふうに思っております。 

 以上。町長のお考えをお伺いします。 

○議長（三  良人）  中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  議員が工務店を経営されておられますので、非常にこう新しい節電のため

の施設といいますか、そういう方法を御存じだというところでございますが。議員も質問の中で

言われておりましたように光ダクト、あるいは地熱交換、光ダクトというのは、こういう光をと

ってそれを２階３階まで、１階２階まで光を通す、それを鏡で反射させながらということでござ

いますが、既存の建物にそれをやるっちゅうのは非常に莫大な金がかかるということでございま

して。 

 いわゆる対費用効果を考えますと、節電の部分と、いわゆる費用の部分、エコの部分と、ある

程度すみ分けて考えていかなければならないんじゃないかと。そういう施設をつくって節電によ

って、我々の場合は経済的な問題も考えますので、そういう状況の中でペイできるのかというこ

とも考えていかなければならないということからすると、今後、新築の建物ができた場合につい

て、そういうことを考えてみるということは可能であろうけれども、既存の建物については今の

ところ不可能ではなかろうかというふうに思っております。 

 それから、地熱交換、これについても同じことですね。地下を掘ってやらなければなりません

ので既存の建物にはできない。これも新築になれば考える余地はあるのではないかということで

ございます。 

 それから、グリーンカーテンでございますが、これ藤石議員のときにもお答えをしたようでご

ざいますけれども、若干、ちょっとでございますが、今町づくり課のところで社会実験やってお

るのですが、学校等もやればいいと思うんですが、これ、台風が多いしその台風対策として２階
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までグリーンカーテンを伸ばすことで可能なのかという危険性の問題等も含めてその辺が。だか

ら福岡市役所あたりはひもか何かでこう常に動くような状況で、ひもにこう巻きつけていく、竹

じゃなくて、そういうことをやっておられるところであるわけですけども、この辺は都市部では

ない、まあ、ヒートアイランドは起こさないというようなこともありますし、構造上の問題とし

て、グリーンカーテン、あるいは屋上の緑化というのが考えられる。この屋上の緑化にしても構

造的にここ役場庁舎には無理なんです。これはもう、軽量で、下は３階まで鉄筋ですけども、

４階は鉄骨構造になっておりますので、いわゆる構造的に力がないというところでございます。 

 それから、太陽光と風力については、藤石議員のところにお話ししたように一定の、いわゆる

例えば太陽光であれば夜間は発電できないと。これは蓄電池が、いわゆる交流を蓄電できるよう

なことが可能になってくれば別の話でしょうけども。 

 そういったことで、基幹的な、いわゆるエネルギーということには向かないんじゃないのか。

電力あるいは電圧、一定した電圧を皆の家庭に供給していくという、このことが、いわゆる非常

に難しいわけでございますので。これについても、その基幹的な電力としては難しい。 

 だからいろんな電力、いわゆる複合的にといいますかね、例えば地熱発電があったり、風力あ

ったり、電力あったり、火力あったり、あるいは今、何か、オーランド地球何とかトリュウムと

か何かいう、藻を発生させて、それを、何といいますかね、ガス化っていうか、液化っていいま

すか、石油化させて、そしてそれを発電する。 

 だから、今福島県が災害あってます、福島県全体の面積にその藻を発生すると日本のガソリン

燃料は全部補えるというようなことだそうでございますが、これも研究的な部分でございまして、

いろんな電球をつくる、自然型、いわゆる原子力にかわる部分としてできていくということを期

待するものでございます。 

 それから、ＬＥＤについてでございますが、これも対費用効果を考えますと非常にこう難しい

問題があって、今私どもが使ってるこの蛍光灯１本が１６５円なんですよ。その同じ４７ワット

のＬＥＤを買うと１本１万８,０００円するんですよ。そうすると、それを消費電力２３ワット

で計算をいたしますと、蛍光灯の６割寿命が長いといいましても、電力は従来の蛍光灯の６割程

度寿命は５倍以上っていわれておりますけれども、１本当たりの単価が余りにも高いわけでござ

いまして、１０年以上使用したとしてもＬＥＤを初期導入したときの対費用効果とペイはできな

いという状況でございます。 

 今後ＬＥＤ化していくのは当然でございまして、値段も安価になってきますので、その時点で

はどんどんと入れていこうと思っておりますが。 

 ただ、現在、通学路あるいは幹線道路の防犯上明るさを十分保たなければならないということ

で、ことしから６０基から８０基程度、これは１基当たりの単価がありませんが、既存のところ
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もかえたり、あるいは新規につくったりするところもあるんですけども、ＬＥＤの外灯を設置す

るという計画をいたしております。 

 ＬＤＥ料金にしますと、電気料金が安くなったり、ＣＯ２が出ないとか、寿命が長くなるとい

うようなことでございますので、今度あの防犯灯等のＬＥＤ化の更新を努めて行っていくという

ことでございまして、いろんな面でまだ研究段階、検討段階でございますので、いち早く飛びつ

くということにはなりませんが、ＬＥＤについては成果が出ておりますので、そのようは方向で

進んでいきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  合屋議員。 

○議員（８番 合屋 伸好）  お昼も過ぎましたが、先ほどの藤石前議長とほとんどかぶったこと

になりましたけども、一つずつ検証させていただいて質問を終わりたいと思います。 

 まず、風力と太陽光発電。難しいということでございます。また、これ、蓄電に多額の費用が

かかるということで、これの開発が進めばまた、それと、あと、国の補助の内容が変わればやっ

てもらえるということで、そのときに検討いただきたいと思います。 

 あと、光ダクトと地熱交換でございますが、これも、先ほど申しました新設の今度の幼稚園、

これに適用ができるのか、検討ぐらいはできないのかということでございますので、極力、ほか

にもたくさんあるとは思いますが、方法が、極力お願いしたいところでございます。 

 それと、屋上緑化、これ、例えば、今庁舎には無理だということでございましたが、これちょ

っと考えを変えまして、屋上にプランターをぽつん、ぽつんと置いておくとだれかがそれに水を

やりに行かないかんわけですよね。そのときについでに屋上じゅうに水をまいてもらうとか、何

かそういった、緑化を利用したものができないかと。当然人件費もかかるわけでございます。 

 壁面に関しましては現在のものをどんどん推進、推奨していただければいいのかというふうに

思っていたところでございます。 

 また、ＬＥＤでございますが、これも当然費用対効果ということでありますが、先ほど言われ

ました価格も定価に近いものがあろうかということで、まだまだ安くなる、そしてたくさん買え

ば安く仕入れられるというところもあろうかと思います。 

 これ、ＬＥＤとは違いますが、照明器具の反射板に鏡を張りますとその光る明るさが倍ぐらい

になるというふうにいわれています。これ検証したわけではないので、倍ぐらいの感じがすると

いったところだろうと思いますが、こういったところも、工夫ができる照明器具に関しては工夫

をされると安価で明るくなるのかなというふうに考えます。 

 それからまた、今回特にお聞きしたかったのがその新設の幼稚園。どれほどのウエートを置け

るのかというところではございますが、まだ青写真もできとらん状態でございますので、今ちょ
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っと詳細を答えろというのも無理なことだろうというふうには思います。 

 それと、最後に申しました、通告をしておりませんが、キャンペーンと町主導で、例えば何割

以上削減したら報償金なり、キーホルダーがもらえるよ、みたいな、そういった節電に向けての

町の活動、これ、町長どう思われるのか、これをちょっとお聞きしときたいなと。 

 したがいまして、その幼稚園のことと、このキャンペーンのこと、この２点を考えをお知らせ

ください。 

○議長（三  良人）  中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  反射板設置については１階の事務室見ていただくとわかりますように、反

射板をつけておりますし、前のカバーも外しておりますので。ただロビーについては２灯に１灯

消してもさほど変わらないぐらいの明るさを保っておりますが。ただ、ＬＥＤの管を導入してい

るわけじゃありません。 

 それから、キャンペーンにつきましては、確かに目標値を決めてやっぱりやるっていうのは本

当に身が入るわけでございますので、例えば１５％なら１５％。これにしても家庭の部分として

は、なかなかこう難しい部分があるわけですね。先月の電力は幾らやった、今月は幾らとかいう

部分。年間を通してやっていかなければなりませんので、これは難しいと思いますが。公共施設

については、目標値を定めてこれから節電について頑張っていきたいというふうには思っており

ます。今のところ目標値を何ぼっていうことは、私も言えませんけれどもですけどね。菅さんは

すぐ２０％ととか言いますけれども、ちょっとそれは根拠がありませんので言えませんが。それ

を極力減らしていくということでございます。 

 以上です。 

○議長（三角 良人）  合屋議員。 

○議員（８番 合屋 伸好）  それでは、これをもちまして質問を終わりますが、くれぐれも新設

の幼稚園のほうはよろしく御配慮をお願いしておきたいというふうに思います。 

以上で終わります。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

○議長（三  良人）  ここでお諮りいたします。昼食休憩をしたいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。 

 よって、昼食休憩といたします。再開を午後１時といたします。 

午後０時08分休憩 

……………………………………………………………………………… 
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午後１時00分再開 

○議長（三  良人）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 １番、田ノ上真議員。 

○議員（１番 田ノ上 真）  議席番号１番、田ノ上です。今回初めて質問させていただきます。

なれないことでございますので、いろいろとお聞き苦しい点もあるかと思いますが、どうぞよろ

しくお願いします。 

 今回震災関連の質問をいたしますが、犠牲者になった方々には深く哀悼の意を表します。 

 それでは、通告に従い、東日本大震災の関連で須恵町の取り組みについて質問いたします。 

 安心、安全の町づくりということで、余談ではございますが、ここで、御礼をさせていただき

たいことがございます。きのうも激しい雨が降りましたが、古い話で恐縮ですが、これは２年前

の平成２１年７月２４日の集中豪雨による水害のときのことです。 

 実は、私の自宅も床下浸水という形で被災しました。その際、行政のほうから土のうの提供や

その後の消毒などさまざまに支援をいただきました。 

 さらにさかのぼる５年前の台風のときも、私の経営している店舗の看板が強風であおられ危険

な状態を助けてくださったのが消防団の皆様と役場の職員の方でございます。本当にありがとう

ございます。この場をかりて御礼をさせていただきたいと思います。本当にありがとうございま

した。また、町内各地で災害時にこのように助けられた方も多いかと思います。代表してという

とおこがましいのですが、感謝申し上げる次第でございます。 

 質問に戻らせていただきます。須恵町におきましても、安全と安心の町づくりに日々取り組ん

でおられるのは、よく承知しております。その上での今回の質問になるのでございますが。ある

住民の方からこういう声をいただきました。概要こういう話でございます。 

 須恵町各地にため池がある。もし、想定外の地震が起きて、堤が決壊したら、家が流されると

思うと不安でたまらなくなるとのことです。 

 言わずもがなでございますが、ため池について一言させていただきますと、ため池は一般的に

農地のかんがい目的に供する貯水池であって、洪水時の出水調整など防災役割に加えて自然環境

の浄化に寄与する比重が重い一方、社会公共性の高い性格を持つとされております。もちろん、

須恵町においても適切に管理されていると伺っております。そういうわけで、住民の方には余り

神経質になるのもどうかと一度は思ったものでございますが、今回の震災での報道によりその方

の不安ももっともだと思うものでございます。それは、福島県須賀川市にある農業用ダム藤沼貯

水池の決壊の報道です。新聞記事を引用いたします。記事ではダムと表現されておりますが、正

式名称は藤沼貯水池でございます。 

 「東日本大震災の大きな揺れが襲った３月１１日、内陸部の福島県須賀川市長沼地区では農業
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用ダム藤沼湖、貯水量１５０万トンが決壊し濁流が集落を飲み込んだ。７人が死亡し１歳の男児

が行方不明。１５世帯５６人が今も避難所生活を送る。近くに土砂災害警戒区域もある。梅雨を

迎えると地すべりなどの危険がさらに高まり、住民は不安を募らせている」との書き出しです。 

 続いて被害記事は、「ダムの水は下流域８６.７ヘクタールにあふれ、内陸部に大きな水害を

もたらした。流されたり全壊したりした家屋は１９棟。床上、床下浸水した家屋は５５棟に上

る」とのことです。これは、読売新聞の５月３０日の紙面を引用させていただいたものでござい

ます。 

 私の友人が時事通信社の福島県郡山支局におりまして、話を聞いたところ、「６月に入っても

避難者の状況は変わらないようだ」とのことです。 

 津波と原発の被害に隠れがちになっているが、地震の揺れによる直接的な被害で見ると今回の

震災で最大級だとの認識でございました。 

 藤沼貯水池は貯水量１５０万トンの大規模なものであり、直ちに須恵町の現状と比較できるも

のとは思えませんが、そのつくりは台形状に盛り土をして水をせきとめるアースヒル構造という

ことで、ため池の堤としては一般的なものであります。今回住民の方が特に気にしていたため池

も同じつくりをしておりまして、地震災害を考えたとき、注意が必要だと感じました。 

 平成１７年の福岡県西方沖地震は記憶に新しいところでございます。このときの須恵町の揺れ

は震度５強でした。多くの方がそうであったように、私も福岡に地震はないと思い込んでいたも

ので、大変に驚いたものでした。 

 今後も、東日本大震災のように、想定外の事態が起こることは十分に考えられます。そこで、

須恵町においては安全に対しての管理は適切になされているとは思いますが、住民の安心のため

にも、１つ、ため池の管理の状況と、２つ、地震についてはどの程度の震度を想定して安全を確

保しているか、お尋ねいたします。御答弁をお願いいたします。 

○議長（三  良人）  中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  せっかく初めての一般質問で傍聴者の方は全部帰られまして。もう少し先

輩議員の配慮があってよかったんじゃないのかというふうに思うわけでございます。御心配の様

子が今の質問の中でよく伝わってまいりました。 

 もともと、池がつくられておるというのは、水量が多いところに堤防をつくって、いわゆる池

をつくるわけでございまして、本町においては、多々良川の２級河川、須恵川という河川しかあ

りませんし、いわゆる河川の水流によって田畑の水を補うということができませんので、全国的

に見ても非常に堤が多いという地域になろうかと思いますが。 

 本町では今４４カ所そのため池があるわけでございますが、その中で直接その池の堤防の下に

家が建っているような状況の箇所というのが９カ所あります。ここについては注意勧告等も行っ
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ているというようことを聞いておりますけれども、先ほど言われましたけれども、いわゆるああ

いったアースダム、アースヒルダムの、いわゆる震度というのは法律上何も規定をされていない

というのが事実でありまして、じゃあ、我々は、例えば震度６なのか７なのか、あるいはどうい

う状況の中でそれを決めるのかという判断材料が非常に難しいところがあるわけでございますけ

れども、国の補助事業としては、いわゆる老朽ため池の事業とか危険ため池の事業とかいろいろ

こうあるわけで。 

 それから、鉱害復旧等も、うちの場合は特にあるわけでございまして、昭和４０年代、３９年

に閉山となって、４０年代から、いわゆる鉱害復旧で池の堤体の整備というのは結構やられてき

ておりますので、今のところ危険な池というのは少ないわけでございまして、今１カ所それがあ

りますので、２２年、２３年の継続事業で今改修工事を行っているところでございます。 

 先ほど言いましたように、池をつくるっていうのは水が多く来ると。そして池は従来そこにず

っとあったわけで、その下に家を建ててこられたというのも非常にこう恐ろしい部分もあるわけ

でございますが。しかしながら、そこに９カ所も、いわゆる家が建っておるという状況は、やは

り私どもとしても十分把握しておかなければならないということでございます。 

 本町において、過去池の堤体が崩壊したというのは、昭和２６年にいわゆる火焼のため池が決

壊して田ノ上議員のところのあの周辺、前の吉松町長の家とか、その辺に床下浸水がおこったと

いうことも聞いております。それからまた、藤沼ため池が１５０万トンということでございまし

て、本町で一番大きいのが男鳥と思いますが、あるいは中柱田のため池。中柱田１２万トンです、

貯水量が。１０分の１以下の水量といいますか、量であると。 

 藤沼については、近所の人はもう危ないということを相当前からこう言ってあって、なかなか

改修工事も手が差し伸べられてなかったというようなことでございますけれども。 

 本町としては、震度４以上の地震及び台風、ゲリラ豪雨等で、時間雨量２５ミリ以上の豪雨に

対しましては、ため池も含む農業施設全般の点検を行っておるというところでございます。 

 しかしながら、通常は農家の方々に管理をいただいておるわけでございますし、先ほど議員も

申されましたように調整池としての機能も果たしておるということでございますので、雨季につ

いては若干水量を減らして、そして越流をしないように、越流するちゅうことが一番堤体の決壊

につながっていくわけでございますので、そういうことがしないようにということで調整をお願

いをしておるというのが状況でございます。 

 今後も、農区あるいは町の職員と点検はいつもしておるわけでございまして、そういったこと

で、危険性が疑われた分については補助事業等を活用しながら堤体の改修に努めてまいる所存で

ございます。 

 また、９カ所の下の地に住宅を建ててこられてある方については、変にこう不安をあおるとい
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うことではなくて、やっぱりこう、そういったことも可能性としてあるんだという認識をしてい

ただいて、何らかの形で、いわゆる危機管理を、自己管理といいますかね、ある面では自己管理

という部分の危機管理を持っていただくような啓発、あるいは意識を高めていただくという措置

をとっていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三  良人）  田ノ上議員。 

○議員（１番 田ノ上 真）  御答弁ありがとうございました。 

 貴重なインフラである貯水池、また貴重な資源でもある水、そして住民の財産と命を守るため

に今後とも安心安全の町づくりのさらなる推進を期待いたしまして私の質問を終わります。あり

がとうございました。 

○議長（三  良人）  これにて一般質問を終結します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

 

○議長（三  良人）  以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本会議終了後全員協議会を開催しますので、特別会議室に御集合願います。 

 次の本会議は、６月１６日午前１０時から行います。 

 本日はこれにて散会します。 

午後１時14分散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 


